
    
          

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）、
自
動
車

税
（
種
別
割
）
は
毎
年
４
月
１
日
現
在

で
車
検
証
上
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　
軽
自
動
車
や
自
動
車
、
二
輪
車
な
ど

を
下
取
り
に
出
し
た
場
合
や
住
所
が
変

わ
っ
た
な
ど
の
場
合
は
、
３
月
31
日
㈪

ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
先
（
名
義
変
更
・

　
住
所
変
更
・
廃
車
な
ど
）

①
甘
楽
町
ナ
ン
バ
ー
の
軽
自
動
車
、
原

動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
㏄
以
下
）、

ト
ラ
ク
タ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

町
住
民
課
住
民
税
係

☎
(64)
８
３
１
２

②
群
馬
ナ
ン
バ
ー
の
軽
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会
群
馬
事
務
所

☎
０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
３
１
０
９

③
自
動
車
・
１
２
６
㏄
以
上
の
バ
イ
ク

群
馬
運
輸
支
局（
登
録
関
係
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
）

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
２
１

　
税
に
つ
い
て
の
問
合
せ

　①
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

町
住
民
課
住
民
税
係

☎
(64)
８
３
１
２

②
自
動
車
税
（
種
別
割
）

▼
富
岡
行
政
県
税
事
務
所

☎
(63)
２
２
４
５

▼
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所

☎
０
２
７
‐
２
６
３
‐
４
３
４
３

　
４
月
か
ら
建
築
基
準
法
な
ど
が
改
正

さ
れ
ま
す
。
今
後
建
築
な
ど
を
考
え
て

い
る
人
は
、
建
築
士
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
全
て
の
建
築
物
に
つ
い
て

•

原
則
、
新
築
・
増
改
築
の
際
、
省
エ

ネ
基
準
適
合
が
義
務
化

◎
木
造
２
階
建
戸
建
住
宅
な
ど
に
つ
い
て

•

都
市
計
画
区
域
外
の
秋
畑
地
区
で
も

建
築
確
認
手
続
き
が
必
要

•

建
築
確
認
の
手
続
き
で
構
造
・
省
エ

ネ
な
ど
の
図
書
の
提
出
が
必
要

•

大
規
模
な
リ
フ
ォ
ー
ム
※
で
も
建
築

確
認
手
続
き
が
必
要

※
壁
、
柱
、
床
、
は
り
、
屋
根
ま
た
は

階
段
の
一
種
以
上
に
つ
い
て
行
う
過
半

の
改
修
な
ど
（
仕
上
げ
材
の
み
の
改
修

な
ど
は
除
く
）

◎
省
エ
ネ
化
に
つ
い
て

　
建
築
物
の
省
エ
ネ
化
は
、
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
量
抑
制
だ
け
で
な
く
、
光

熱
費
の
負
担
軽
減
や
、
快
適
性
な
ど
の

向
上
に
つ
な
が
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
５
年
後
に
は
省
エ
ネ
基
準
の

引
き
上
げ
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　

高
崎
土
木
事
務
所
建
築
係

☎
０
２
７
‐
３
２
２
‐
４
１
８
６

　
看
板
な
ど
の
屋
外
広
告
物
は
、
看
板

の
オ
ー
ナ
ー
や
管
理
者
に
管
理
義
務
が

あ
り
ま
す
。

　
群
馬
県
で
は
屋
外
広
告
物
の
安
全
性

向
上
の
た
め
、
屋
外
広
告
物
条
例
を
改

正
し
、
４
月
１
日
か
ら
設
置
許
可
が
必

要
な
広
告
物
に
加
え
、
許
可
不
要
の
小

規
模
な
屋
外
広
告
物
（
立
看
板
や
は
り

紙
な
ど
軽
易
な
も
の
を
除
く
）
に
つ
い

て
も
、
３
年
に
１
度
、
有
資
格
者
に
よ

る
安
全
点
検
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
万
が
一
、
み
な
さ
ん
が
管
理
し
て
い

る
看
板
で
落
下
事
故
や
倒
壊
事
故
が
発

生
し
、
第
三
者
へ
の
被
害
が
生
じ
た
場

合
、「
損
害
賠
償
責
任
」
や
「
刑
事
責
任
」

を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
日
頃
か
ら
、
事
故
の
未
然
防
止
の
た

め
定
期
的
な
点
検
を
行
い
、
屋
外
広
告

物
の
安
全
性
向
上
に
取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。

　
改
正
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
群

馬
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
左
記
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先 

　

群
馬
県
県
土
整
備
部

都
市
計
画
課
景
観
形
成
係

☎ 

０
２
７
‐
２
２
６
‐
３
６
５
２

FAX 

０
２
７
‐
２
２
１
‐
５
５
６
６

No.1286おしらせ版

カット_おしらせ

カット_その他

カット_講演

カット_若葉

カット_カレンダー

カット_ノート

カット_試験

カット_募集

カット_クラッカー

カット_家族

カット_手のひら

カット_本

群馬県ホームページ

軽
自
動
車
・
自
動
車
の
変
更

手
続
き
は
３
月
中
に
！

建
築
確
認
手
続
き
の

ル
ー
ル
が
改
正
さ
れ
ま
す

あ
な
た
の
看
板
は
安
全
で
す
か
？
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